
令 和 ４ 年 ２ 月
防災くらし安心部令和４年度 防災くらし安心部主要施策の体系

１ 大規模災害への対応など危機管理機能の充実強化

（３）東日本大震災からの復興・避難者支援

・「やまがた避難者支援協働ネットワーク」の運営

・健康や暮らしに関する交流相談の実施と避難者ケースマネジメント実施への支援

・「復興ボランティア支援センターやまがた」の運営支援（定住・生活支援に関する情報提供等）

・避難者向け借上げ住宅の提供

２ 暮らしの様々なリスク等への対応

（２）災害対応力の充実と危機管理体制の強化

○ 自助・共助・公助による防災力向上の推進
・県防災会議の運営及び県・市合同総合防災訓練等の実施

・高齢者の雪害事故防止の普及啓発の実施

・出前講座等による防災教育の充実と啓発活動の推進

・地域における防災力の強化に向けた自主防災組織リーダー等を対象とする実践的研修の実施

・大規模災害への対応力強化のための職員研修の実施

・大規模災害に備えた食料・飲料水等備蓄物資の計画的な更新

○ 沿岸市町等と連携した津波防災対策の推進

・関係市町が実施する避難路への夜間照明設置に対する助成

○ 隣接県等と連携した火山防災対策の推進

・蔵王山、鳥海山及び吾妻山の火山防災協議会の運営

○ 災害時の迅速かつ確実な情報伝達体制の整備
・防災行政通信システム及び震度情報システムの運用・保守管理・更新等

・市町村が行う同報系防災行政無線の整備に対する助成

○ 自主防災組織及び消防団の活動の充実による地域防災力の強化
・地域の避難所設置・運営能力の育成支援（防災士養成講座、防災士スキルアップ研修【新規】）

・自主防災組織の活動活性化の促進（自主防災アドバイザーの派遣）

・地域防災への男女共同参画の促進（女性のためのオンライン防災セミナー）

・消防団員の加入促進に向けた活躍する若者・女性消防団員の情報発信等

○ 災害ボランティア活動支援の推進
・災害ボランティア支援ネットワーク連絡会の開催

・県災害ボランティア支援本部設置・運営訓練の実施

・災害ボランティア活動への参加意欲醸成を図るための講習会の開催

○ 救急救命率の向上に向けた取組みの推進
・救急救命士の養成や教育体制の充実強化及び消防機関と医療機関の連携促進

○ 消防防災ヘリコプターによる航空消防防災体制の整備
・消防防災ヘリコプター「もがみ」の運航

（４）安全で安定した水道水の確保

○ 水道事業の基盤強化施策の推進
・市町村等水道事業者が実施する施設耐震化や老朽化対策等に対する助成

・「山形県水道広域化推進プラン（仮称）」の実現に向けた検討

（５）動物の愛護及び適正飼養の推進

○ 動物愛護団体との連携等による動物の愛護と適正な飼い方の普及啓発の推進
・動物愛護推進協議会の開催や動物愛護推進員の活動支援

・動物愛護教室やペット防災セミナーの開催

（３）食の安全・安心の確保と生活衛生関係営業の活性化

○ 食中毒予防や適正な食品表示に関する正しい知識の普及と理解の促進
・食の安全推進会議や食の安全推進交流会等による食の安全に関する県民との情報共有

・出張セミナーや食の安全ほっとインフォメーションの定期発行による情報提供

○ 生活衛生関係営業の衛生水準の維持向上と経営の活性化の推進
・「（公財）山形県生活衛生営業指導センター」の運営支援

・生活衛生同業組合への支援［再掲］

（２）犯罪の予防と交通事故防止のための取組みの強化

○ 防犯及び犯罪被害者支援施策の推進
・「やまがた性暴力被害者サポートセンター（べにサポやまがた）」の運営（夜間休日における緊急時
の対応体制の整備、相談・支援体制の強化【拡充】）

○ 県民総ぐるみによる交通安全運動の展開

（１）消費生活の安定及び向上

○ 消費者被害の防止のための相談体制の充実と消費者教育・啓発の推進
・消費生活相談体制等の維持・充実

・消費者教育・啓発のための消費生活出前講座等の実施

・福祉との連携による障がい者のための消費者教育の実施【新規】

・「山形県消費者安全確保地域協議会（仮称）」の設置及び見守り体制の構築【拡充】

・若年者による若年者のための消費者教育の実施【新規】

・消費生活に関連した課題に取り組む市町村に対する助成

（６）暮らしを支える社会貢献活動の推進

○ 地域課題の解決に取り組むＮＰＯ等の社会貢献活動の支援
・優れた社会貢献活動の顕彰及びＮＰＯ活動促進大会の開催

・「やまがた社会貢献基金」を活用したＮＰＯ等の社会貢献活動の支援

○ 広域除雪ボランティアの活動支援
・高齢者世帯等の雪処理を担う広域除雪ボランティアの活動支援

（１）新型コロナウイルス感染症対策の推進

・大規模災害や新型コロナウイルス等感染症に係る対策本部会議の開催

・「山形県新型コロナ対策認証制度」による飲食店等の感染防止対策の推進

・生活衛生同業組合への支援（新型コロナウイルス感染症の感染防止の取組み等に対する助成）



















山形県手数料条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（手数料の徴収） （手数料の徴収） 

第２条 県は、次の各号に掲げる事務につき、そ

れぞれ当該各号に定める手数料を徴収する。こ

の場合における当該手数料の金額は、当該各号

に特別の計算単位の定めのあるものについては

その計算単位につき、その他のものについては

１件につきそれぞれ当該各号に定める額とす

る。 

第２条 県は、次の各号に掲げる事務につき、そ

れぞれ当該各号に定める手数料を徴収する。こ

の場合における当該手数料の金額は、当該各号

に特別の計算単位の定めのあるものについては

その計算単位につき、その他のものについては

１件につきそれぞれ当該各号に定める額とす

る。 

 (１)～(71) －略－   (１)～(71) －略－  

 (72) 高圧ガス保

安法施行令第18

条第２項第１号

の規定に基づく

高圧ガス保安法

第31条第２項に

規定する製造保

安責任者試験の

実施 

製造保安

責任者試

験手数料 

乙種化学

責任者免

状に係る

製造保安

責任者試

験にあっ

ては9,300

円（情報通

信技術を

活用した

行政の推

進等に関

する法律

（平成14

年法律第

151号）第

６条第１

項の規定

により同

項に規定

する電子

情報処理

組織を使

用して受

験願書を

提出する

場合（以下

「電子情

報処理組

織により

受験願書

を提出す

る場合」と

いう。）に

  (72) 高圧ガス保

安法施行令第18

条第２項第１号

の規定に基づく

高圧ガス保安法

第31条第２項に

規定する製造保

安責任者試験の

実施 

製造保安

責任者試

験手数料 

乙種化学

責任者免

状に係る

製造保安

責任者試

験にあっ

ては

11,600円

（情報通

信技術を

活用した

行政の推

進等に関

する法律

（平成14

年法律第

151号）第

６条第１

項の規定

により同

項に規定

する電子

情報処理

組織を使

用して受

験願書を

提出する

場合（以下

「電子情

報処理組

織により

受験願書

を提出す

る場合」と

 

議第 47 号 



あっては、

8,800円）、

丙種化学

責任者免

状に係る

製造保安

責任者試

験にあっ

ては8,700

円（電子情

報処理組

織により

受験願書

を提出す

る場合に

あっては、

8,200円）、

乙種機械

責任者免

状に係る

製造保安

責任者試

験にあっ

ては9,300

円（電子情

報処理組

織により

受験願書

を提出す

る場合に

あっては、

8,800円）、

第二種冷

凍機械責

任者免状

係る製造

保安責任

者試験に

あっては

9,300円

（電子情

報処理組

織により

受験願書

を提出す

いう。）に

あっては、

11,100

円）、丙種

化学責任

者免状に

係る製造

保安責任

者試験に

あっては

10,300円

（電子情

報処理組

織により

受験願書

を提出す

る場合に

あっては、

9,800円）、

乙種機械

責任者免

状に係る

製造保安

責任者試

験にあっ

ては

11,600円

（電子情

報処理組

織により

受験願書

を提出す

る場合に

あっては、

11,100

円）、第二

種冷凍機

械責任者

免状に係

る製造保

安責任者

試験にあ

っては

11,600円

（電子情



る場合に

あっては、

8,800円）、

第三種冷

凍機械責

任者免状

に係る製

造保安責

任者試験

にあって

は8,700円

（電子情

報処理組

織により

受験願書

を提出す

る場合に

あっては、

8,200円） 

報処理組

織により

受験願書

を提出す

る場合に

あっては、

11,100

円）、第三

種冷凍機

械責任者

免状に係

る製造保

安責任者

試験にあ

っては

10,300円

（電子情

報処理組

織により

受験願書

を提出す

る場合に

あっては、

9,800円） 

 (73) 高圧ガス保

安法第31条第２

項の規定に基づ

く販売主任者試

験の実施 

販売主任

者試験手

数料 

第一種販

売主任者

免状に係

る販売主

任者試験

にあって

は7,900円

（電子情

報処理組

織により

受験願書

を提出す

る場合に

あっては、

7,400円）、

第二種販

売主任者

免状に係

る販売主

任者試験

にあって

  (73) 高圧ガス保

安法第31条第２

項の規定に基づ

く販売主任者試

験の実施 

販売主任

者試験手

数料 

第一種販

売主任者

免状に係

る販売主

任者試験

にあって

は9,000円

（電子情

報処理組

織により

受験願書

を提出す

る場合に

あっては、

8,500円）、

第二種販

売主任者

免状に係

る販売主

任者試験

にあって

 



は6,200円

（電子情

報処理組

織により

受験願書

を提出す

る場合に

あっては、

5,700円） 

は7,200円

（電子情

報処理組

織により

受験願書

を提出す

る場合に

あっては、

6,700円） 

 (74)～(89) －略－   (74)～(89) －略－  

 (90) 電気工事士

法施行令第５条

の規定に基づく

電気工事士免状

の書換え 

電気工事

士免状書

換え手数

料 

2,100円   (90) 電気工事士

法施行令第５条

の規定に基づく

電気工事士免状

の書換え 

電気工事

士免状書

換え手数

料 

2,700円  

 (91)～(96) －略－   (91)～(96) －略－  

 (97) 液化石油ガ

ス法第35条の６

第１項の規定に

基づく保安確保

機器の設置及び

管理の方法の認

定の申請に対す

る審査 

液化石油

ガス販売

事業者認

定申請手

数料 

当該申請

を行う者

が販売契

約を締結

している

一般消費

者等の数

が1,000戸

未満の場

合にあっ

ては

55,000円、

当該申請

を行う者

が販売契

約を締結

している

一般消費

者等の数

が1,000戸

以上

10,000戸

未満の場

合にあっ

ては

80,000円、

当該申請

を行う者

が販売契

  (97) 液化石油ガ

ス法第35条の６

第１項の規定に

基づく保安確保

機器の設置及び

管理の方法の認

定の申請に対す

る審査 

液化石油

ガス販売

事業者認

定申請手

数料 

当該申請

を行う者

が販売契

約を締結

している

一般消費

者等の数

が1,000戸

未満の場

合にあっ

ては

55,000円、

当該申請

を行う者

が販売契

約を締結

している

一般消費

者等の数

が1,000戸

以上

10,000戸

未満の場

合にあっ

ては

80,000円、

当該申請

を行う者

が販売契

 



約を締結

している

一般消費

者等の数

が10,000

戸以上の

場合にあ

っては

110,000円 

約を締結

している

一般消費

者等の数

が10,000

戸以上の

場合にあ

っては

98,000円 

 (98) －略－   (98) －略－  

 (99) 液化石油ガ

ス法第37条の２

第１項の規定に

基づく貯蔵施設

の位置、構造若

しくは設備の変

更又は特定供給

設備の位置、構

造、設備若しく

は装置の変更の

許可の申請に対

する審査 

貯蔵施設

等変更許

可申請手

数料 

17,000円

に変更に

係る貯蔵

施設又は

特定供給

設備の数

を乗じて

得た金額 

  (99) 液化石油ガ

ス法第37条の２

第１項の規定に

基づく貯蔵施設

の位置、構造若

しくは設備の変

更又は特定供給

設備の位置、構

造、設備若しく

は装置の変更の

許可の申請に対

する審査 

貯蔵施設

等変更許

可申請手

数料 

15,000円

に変更に

係る貯蔵

施設又は

特定供給

設備の数

を乗じて

得た金額 

 

 (100)～(109) －略－   (100)～(109) －略－  

 (110) 液化石油

ガス法第38条の

５第２項の規定

に基づく液化石

油ガス設備士試

験の実施 

液化石油

ガス設備

士試験手

数料 

21,400円

（電子情

報処理組

織により

受験願書

を提出す

る場合に

あっては、

20,900円）

  (110) 液化石油

ガス法第38条の

５第２項の規定

に基づく液化石

油ガス設備士試

験の実施 

液化石油

ガス設備

士試験手

数料 

23,200円

（電子情

報処理組

織により

受験願書

を提出す

る場合に

あっては、

22,700円）

 

 (111)～(478) －略－    (111)～(478) －略－  

２ －略－ ２ －略－ 

 



 

公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

第１条関係（公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例） 

現   行 改 正 案 

第２条 公衆浴場法第３条第１項による公衆浴場

の構造設備は、次の各号によらなければならな

い。 

第２条 公衆浴場法第３条第１項の規定による公

衆浴場の構造設備は、次の各号によらなければ

ならない。 

(１)～(５) －略－ (１)～(５) －略－ 

(６)  脱衣場は、適当な広さを有し、床は厚板

等で間げきの生じないように施設すること。 

(６)  脱衣場は、適当な広さを有し、床は厚板

等で間隙の生じないように施設すること。 

(７) 洗場の床は、不浸透質の材料若しくは厚

板で適当なこう配を付け、間げきの生じない

ように施設し、その最低部全部にわたり、適

当なこう配を有する排水溝を設け、かつ、汚

水が屋外の下水溝又は下水だめに流下するよ

うに構造すること。 

(７) 洗場の床は、不浸透質の材料又は厚板で

適当な勾配を付け、間隙の生じないように施

設し、その最低部全部にわたり、適当な勾配

を有する排水溝を設け、かつ、汚水が屋外の

下水溝又は下水だめに流下するように構造す

ること。 

(８) 浴槽は、洗場の床上0.3メートル以上（温

泉は0.03メートル以上0.1メートル以下）突出

せしめ、面積2.4平方メートル以上、深さ0.75

メートル（温泉は0.6メートル）以上とし、不

浸透質の材料若しくは厚板でつくり、かつ、

出入りを便にするため、洗場に面した浴槽全

部にわたり、適当な箇所に幅0.15メートル以

上の堅ろうな踏段を設けること。 

(８)  浴槽は、洗場で使用した水及び浴槽から

あふれた水が浴槽内に流入しないように、洗

場の床から適当な高さを設け、不浸透質の材

料又は厚板で造り、かつ、洗場に面した浴槽

内の適当な箇所に必要に応じて踏段を設ける

こと。 

(９)及び(10) －略－  (９)及び(10) －略－ 

(11)  浴場用水（鉱泉を含む。）のゆう出地及

び導水管は、汚水その他不潔物の侵入しない

ように適当な構造とすること。 

(11)  浴場用水（鉱泉を含む。）の湧出地及び

導水管は、汚水その他不潔物の侵入しないよ

うに適当な構造とすること。 

(12) 客用便所は、臭気が浴室並びに脱衣場に

及ばない場所に設け、便つぼ及び周囲を不浸

透質の材料で造り、かつ、防虫の設備をする

こと。 

(12) 客用便所は、男女用別に入浴者の利用し

やすい場所に設け、流水式手洗い設備及び窓

又は換気設備を備えること。 

(13)及び(14) －略－ (13)及び(14) －略－ 

(15) 看守人席は、容易に場内を見通しできる

ように、出入口に接した中隔仕切りの最端部

に設けること。 

 （削る） 

(16)～(23) －略－  (15)～(22) －略－ 

２ 公衆浴場のうち、蒸気又は熱気を使用するも

のその他前項の規定により難い特別の構造設備

を有するものについては、その構造設備は、次

の各号によらなければならない。 

２ 公衆浴場のうち、蒸気又は熱気を使用するも

のその他前項の規定により難い特別の構造設備

を有するものについては、その構造設備は、次

の各号によらなければならない。 

(１) 浴室の床面積は、５平方メートル以上と

すること。 

(１) 浴室には、室内を容易に見通すことがで

きる窓を適当な位置に設けること。 

(２) 浴室の出入口は、幅0.7メートル以上、高

さ1.8メートル以上とすること。 

（削る） 

(３) 浴室には、適当な位置に縦横それぞれ0.3 （削る） 

議第 49 号 



 

メートル以上の透明なガラス窓を設けるこ

と。 

(４) 浴室には、湯栓及び水栓又は湯及び水の

出るシャワーを設けること。 

 (２) 湯栓及び水栓又は湯及び水の出るシャ 

ワーを設けること。 

(５) 浴室には、換気のための通気孔又は換気

扇を設けること。 

(３) 浴室には、換気のための給気口及び排気

口又は換気扇を設けること。 

(６) －略－ (４) －略－ 

(７) 浴室内の照明は、白色とし、20ルクス以

上の照度を有すること。 

(５) 浴室内の照明は、20ルクス以上の照度を

有すること。 

(８) 浴室には、衣類を保管するための設備を

設けること。 

(６) 衣類を保管するための設備を設けるこ

と。 

(９) －略－ (７) －略－ 

第３条 営業者は、次の各号を遵守しなければな

らない。 

第３条 営業者は、次の各号を遵守しなければな

らない。 

(１) －略－ (１) －略－ 

(２) 脱衣場には、営業時間中適当な看守人を

置き、入浴者の衣類、履物その他携帯品を看

守させること。ただし、入浴料を徴収しない

浴場には、看守人を置かないことができる。 

 （削る） 

(３)～(25) －略－ (２)～(24) －略－ 

２ －略－ ２ －略－ 

 

第２条関係（公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例） 

現   行 改 正 案 

第３条 営業者は、次の各号を遵守しなければな

らない。 

第３条 営業者は、次の各号を遵守しなければな

らない。 

(１)～(７) －略－ (１)～(７) －略－ 

(８) 男女の混浴をさせないこと。ただし、12

歳未満の者はこの限りでない。 

(８) 男女の混浴をさせないこと。ただし、７

歳未満の者は、この限りでない。 

(９)～(24) －略－ (９)～(24) －略－  

２ －略－ ２ －略－ 

 


